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令和２年度の行動計画策定指針の改正に関する FAQの送付について 

（不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等関係） 

 

 

 各地方公共団体における仕事と不妊治療が両立できる職場環境の整備に関しては、

「次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）に基づく行動計画策定指針

の一部改正について」（令和３年２月 25 日付け事務連絡）でご連絡したとおり、「行

動計画策定指針の一部を改正する告示の適用について」（令和３年２月 24日付け子発

0224第１号厚生労働省子ども家庭局長通知）を踏まえ、次世代育成支援対策推進法第

19 条第１項に規定する特定事業主行動計画の策定・変更を行っていただいていると

ころです。 

 今般、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室から、各都道府県・市区町

村特定事業主行動計画主管部局宛てに「令和２年度の行動計画策定指針の改正に関す

る FAQ の送付について」（令和３年６月 30 日付け事務連絡）が発出されましたので、

参考までに情報提供いたします。 

 厚生労働省作成の民間企業向けのマニュアルやハンドブックなど、別添事務連絡に

記載の内容を参照いただき、不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等についての貴団

体における取組を引き続き推進いただくようお願いいたします。仕事と不妊治療の両

立に資する地方公務員の勤務時間・休暇等の制度に関する問合せがございましたら、

下記連絡先までお願いいたします。 

 また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨

周知いただきますようお願いします。 

 なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各

市区町村に対して、本事務連絡についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

 

   

 

 

 

 

連絡先 

公務員課公務員第四係 

電話 ０３－５２５３－５５４４（直通） 

 



事 務 連 絡

令和３年６月３０日

都道府県

市区町村

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室

令和２年度の行動計画策定指針の改正に関する FAQ の送付について

次世代育成支援施策の推進につきましては、日頃より格別の御協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。

令和２年度の行動計画策定指針（平成 26 年内閣府、国家公安委員会、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第１号。以下「策定

指針」という。）の改正については、「行動計画策定指針の一部を改正する告示の適用

について」（令和３年２月24日付け子発0224第１号厚生労働省子ども家庭局長通知）

において周知したところです。

今般、策定指針の改正内容に関して、一部の地方公共団体からお問い合わせがあっ

たことを踏まえ、別添のとおり FAQ を送付いたしますので、今後、各特定事業主行動

計画の具体の変更を検討するに当たってご参照ください。

各 特定事業主行動計画主管部局 御中

016688
テキストボックス
別添



令和２年度策定指針改正（特定事業主行動計画に関する部分に限る。）についての FAQ

Q1. 策定指針中、「勤務時間、休暇その他の利用可能な制度の周知や管理職に対する

意識啓発等を通じて、不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等を図る」に対応する

制度等は具体的にどういうものがあるか。

A1. 仕事と不妊治療を両立するために活用できる制度としては、早出遅出勤務やフ

レックスタイム制などの勤務時間を弾力的に取り扱うことができる制度や年次有

給休暇等の休暇制度があります。これらの制度の周知を行うに当たっては、制度を

利用する職員はもとより、勤務時間の割振りや休暇の承認等の権限を有する者でも

ある管理職に対して、制度の理解のための意識啓発を行うことが重要と考えられま

す。

Q2. 「不妊治療を受けやすい職場環境の醸成」のために参考となるようなものがあ

ればお示しいただきたい。

A2. 厚生労働省雇用環境・均等局において、民間企業向けに、以下の資料を作成・周

知し、不妊治療に係る実態や職場で配慮すべきこと（休暇の取得、プライバシーの

保護や相談対応等）などについて、企業内での理解促進を図っています。

民間企業向けの資料ではあるものの、そこで示されているデータや考え方、取組

事例などについては、各地方公共団体における取組の参考にもなると思いますので、

ご参照ください。

（ご参考）

・不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル（事業主・人

事部門向け）

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30k.pdf

・不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック（本人、職場の上司、同僚向け）

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30l.pdf
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